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贈与税に関する非課税措置の
延長等について

　「教育資金一括贈与の非課税措置」と「結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置」については、資
産を多く保有する者による利用が多かったことから、過度な節税目的の利用につながらないよう所
要の見直し・延長がなされました。

教育資金一括贈与について
①改正の概要
　一定の見直しを行った上で、適用期限が3年間延長されて2026年3月31日までになります。
②贈与者死亡時の課税関係の見直し
　教育資金管理契約の終了日までに贈与者が死亡した場合、その贈与者の死亡に係る相続税の課税
価格の合計額が5億円を超えるときは、⒜～⒞の場合であっても、その死亡時における管理残額（管
理残額＝非課税拠出額−教育資金として支出した額）を受贈者が贈与者から相続等により取得した
ものとみなされます。
　⒜受贈者が23歳未満の場合
　⒝受贈者が学校等に在学している場合
　⒞受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
③契約終了時の贈与税率の見直し
　受贈者が30歳に達した場合等において、管理残額に贈与税が課税されるときは一般税率が適用
されます。
④教育資金の範囲の追加
　対象となる教育資金の範囲に、「国家戦略特別区域内に所在する一定の基準を満たす旨の証明書
の交付を受けた認可外保育施設」に支払う保育料等が追加されます。
⑤適用関係
　②③は2023年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税・贈与税に、④は2023年4月1
日以後に支払われる教育資金に適用されます。

結婚・子育て資金一括贈与について
❶改正の概要
　一定の見直しを行った上で、適用期限が2年間延長されて2025年3月31日までになります。
❷契約終了時の贈与税率の見直し
　受贈者が50歳に達した場合等において、管理残額に贈与税が課税されるときは一般税率が適用
されます。
❸適用関係
　❷は2023年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税に適用されます。
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